
 
 

Ⅱ．第58回全国切手展JAPEX2023 特別規則 
 

公益財団法人日本郵趣協会 

JAPEX委員会 
 

第１条 実施 

1.第58回全国切手展(略称:JAPEX2023)は全国切手展

JAPEX一般規則に基づいて、公益財団法人日本郵趣

協会(以下｢JPS｣という)が主催する。JAPEX2023は、

JAPEX2023実行委員会により実施、運営される。 

2.会期 

2023年11月3日(金･祝)～11月5日(日) 

3.会場 

東京都立産業貿易センター台東館6・7階 

 
第２条 出品部門 

1.非競争出品部門 

⑴企画出品 

JAPEX2023では、発生から100年を迎える関東大震

災にちなんで震災切手や震災はがき及び関連資料で構

成された出品物による｢関東大震災100年 関東大震災

と郵便展｣、日本の郵便はがき発行150年にちなんで主

に戦前(1945年以前)に発行された郵便はがきを中心に

して構成された出品物による｢日本の郵便はがき誕生

150年展｣、およびウクライナ切手や関連資料で構成され

た出品物による｢ウクライナ切手展｣を企画出品クラス

として設ける(この他、非競争の出品物も受け入れる)。

そのため、競争出品部門のうち、次の条件のいずれか

に該当する出品物は、企画出品コーナーに展示する。 

  ①専ら震災切手や震災はがき、戦前発行の郵便はがき

及びウクライナ切手に関連する切手や材料を対象

としたもの、また、それらに関連の深いテーマを対

象としたもの。 
②JAPEX審査員会が｢企画出品｣として取り扱うこと 

 が適当と判断した出品物 

⑵特別出品 

JAPEX2023では、法人又はグループにより共同制作さ

れた出品物を特別出品として受け入れる。当該出品を

希望するグループは、出品申込の期間前に、当協会事

務局に出品申請を行う。当該出品申請を受理するか否

かについては、JAPEX委員会が決定する。出品受理が

決定した出品物については、JAPEX委員会が出品料免

除を決定した場合を除き、規定の出品料を支払う。 

2.競争出品部門 

クラス1 チャンピオン・クラス 

クラス2 伝統郵趣 

2A 日本及びその関連地域 

2B 外国 

クラス3   郵便史 

3A 郵便史(ポスタルヒストリー) 

3B 郵便印郵趣(マルコフィリー) 

クラス4 ステーショナリー 

4A 日本及びその関連地域 

4B 外国 

クラス5   航空郵趣 

クラス6   テーマティク 

クラス7   ユース(6歳～21歳） 

（年齢は2023年4月1日現在）  

 

 

 

クラス8 文献 

8A 郵趣書籍 

（2021年1月1日以降に発行のもの） 

8B 郵趣雑誌及び定期刊行物 

（2022年1月1日以降に発行のもの） 

8C 切手カタログ及びチェックリスト 

（2022年1月1日以降に発行のもの） 

電子媒体による出品物は、Windows10以上のOS

において動作可能であるCD-ROM、DVDまたは

USBメモリにPDFファィルを保存の上、提出する。 

クラス9  ワンフレーム 

クラス10 オープン 

クラス11 その他 
 

第３条 出品料等 

1.出品料 

所定の出品料が申込期間に支払いのない場合は、出品 

申込は受理されない。 

⑴クラス1  1作品につき50,000円 

⑵クラス2～6、10～11 1フレームにつき6,000円 

（日本郵趣協会普通会員5,000円、維持会員及び正会員 

 4,000円） 

⑶クラス7 無料 

⑷クラス8  1作品につき6,000円 

（日本郵趣協会普通会員5,000円、維持会員及び正会員 

 4,000円） 

⑸クラス9  1作品につき8,000円 

  （日本郵趣協会普通会員7,000円、維持会員及び正会員 

   6,000円） 

⑹特別出品 1フレームにつき5,000円 

⑺出品料の減免 

 JAPEX初出品に限り、1フレームにつき2,000円を減免 

する(クラス8は除く)。 

2.支払方法 

払込名義人は出品者名とし、払込手数料は出品者負担 

とする。 

⑴郵便振替 

口座番号／00160-6-3700、 

加入者名／公益財団法人日本郵趣協会 

⑵銀行振込 

りそな銀行新都心営業部、普通預金、口座番号／60110、 

受取人／公益財団法人日本郵趣協会 

⑶現金支払 

出品申込の提出先、コミュニティ通貨｢フィラ｣利用可 

3.出品料の返却 

⑴JAPEX委員会の判断により出品物の受理が取り消 

された場合、又は申込期間を過ぎて出品申込を取り消 

した場合には、出品料は返却されない。 

⑵出品物の搬入期間までに文書により出品申込を取り

消した場合には、出品料の半額を返却する。 

 

第４条 出品申込 

1.申込期間 

2023年7月18日(火)～9月19日(火)18:00[必着] 

  

  



 

2.提出物 

 JAPEX2023出品申込書(PDF入力様式)、顔写真(カ    

 ラー、横4㎝×縦4㎝)、イントロダクトリーページ(タ 

 イトルページ)、シノプシス(任意) 

⑴申込方法 

Eメールによる電子申請を基本とする。所定の出品申込 

書は、印刷しないで直接書き込みを基本とする。 

⑵電子申請 

所定の出品申込書に必要事項を漏れなく記載し、必要 

書類を添付の上、Eメールで提出する。所定の出品料は、別 

途払い込む。 

⑶郵送 

所定の出品申込書に必要事項を漏れなく記載し、必要 

書類を添付の上、郵送で提出する。所定の出品料は、

別途払い込む。 

⑷持参 

所定の出品申込書に必要事項を漏れなく記載し、出品

料及び必要書類と併せて、提出先まで持参する。 

⑸提出先 

〒171-0031 豊島区目白1-4-23 切手の博物館4階 

(公財)日本郵趣協会 JAPEX委員会 

Eメール：info@yushu.or.jp 

 

第５条 出品物の提出 

1.提出期間 

「クラス8 文献」 

2023年9月16日(土)～9月30日(土) 18:00[必着] 

「クラス8 文献」以外のクラス 

2023年9月16日(土)～10月7日(土) 18:00[必着] 

2.提出物 

出品物(出品用封筒に封入)、出品物送付明細書(イン

ベントリーフォーム)、ゆうパック着払い伝票ラベル

(着払いによる出品物の返却を希望する場合) 

3.提出方法 

⑴郵送 

出品物を所定の出品用封筒(フレームごとに1枚の 

封筒)に入れて、郵送で提出する。その際、出品物 

送付明細書は、第1フレーム用の出品用封筒に同封 

する。 

⑵持参 

出品物を所定の出品用封筒(フレームごとに1枚の 

封筒)に入れて、提出先まで持参する。その際、出 

品物送付明細書は、第1フレーム用の出品用封筒に 

同封する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.提出先 

〒171-0031 豊島区目白1-4-23 切手の博物館4階 

(公財)日本郵趣協会 JAPEX委員会 

5.出品用封筒の再利用 

出品用封筒を再利用する場合には、JAPEX2023公式ホ 

ームページから｢記載事項一覧｣をダウンロードして、

必要事項を記載の上、出品用封筒の表面に貼付する。

なお、再利用の出品者には500フィラを贈呈する。 

 

第６条 出品物の返却 

1.必要書類 

保管証(出品物受領時に交付) 

2.返却方法 

⑴会場受取 

会期最終日の16:00以降、会場の所定場所で保管証と 

引き換えに受領する。 

⑵申込先受取 

会期終了後、後日、申込先で保管証と引き換えに受 

領する。 

⑶着払い 

会期終了後、後日、ゆうパック料金着払いで受領する。 

着払いを希望する場合には、出品物の搬入の際に、｢ゆ 

うパック着払い伝票ラベル｣に必要事項を正確に記載 

の上、提出する必要がある。 
 

第７条 出品者の特典 

非競争出品部門の出品者及び構成者、並びに競争出品 

部門の出品物を受理された出品者は、次の特典が無償 

で提供される。 

⑴JAPEX2023公式ガイドブック 

⑵会期中有効の専用入場券 

⑶授賞リスト 

 

第８条 委員会の権利 

1.諸規則の承認 

出品者は出品申込書に署名することにより、次 

の諸規則を了承したものとみなされる。 

⑴全国切手展JAPEX一般規則 

⑵JAPEX2023特別規則 

2.JAPEX2023特別規則の変更 

JAPEX委員会は、必要に応じてJAPEX委員会の議決に 

より本規則を変更することができる。本規則を変更 

した場合には、速やかにJAPEX2023公式ホームペー 

ジ等において公開する。

mailto:info@yushu.or.jp

